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●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
健
康
づ
く
り

係\

53^

3
3
3
3

6
月
3
日
は『
測
量
の
日
』

　

測
量
・
地
図
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
深
く

関
わ
り
、
国
土
の
整
備
や
地
震
予
知
な
ど
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

測
量
は
皆
さ
ん
に
必
要
不
可
欠
な
基
礎
情

報
を
提
供
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
特
質
お
よ

び
重
要
性
が
十
分
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
利
用

さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
測
量
の
基

準
点
や
境
界
杭
が
消
失
す
る
な
ど
の
問
題
も

生
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
皆
さ
ん
の
理

解
と
関
心
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
町
で
は
来
年
に
地
図
展
を
開
催
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
古
い
地
図
や
市
街

図
、
測
量
に
関
す
る
写
真
な
ど
を
保
管
し
て

い
ま
し
た
ら
ご
連
絡
願
い
ま
す
。

　

ま
た
、
測
量
の
日
を
記
念
し
て
6
月
3
日

j

か
ら
役
場
建
設
課
に
お
い
て
都
道
府
県
別

47
ピ
ー
ス
パ
ズ
ル
を
一
人
1
枚
贈
呈
し
ま
す
。

（
先
着
順
・
35
枚
）

●
問
い
合
わ
せ
／

用
地
地
籍
係\

内

線
278
～
280

障
が
い
者
福
祉
計
画
を

一
緒
に
つ
く
り
ま
し
ょ
う

　

町
で
は
、
希
望
す
る
す
べ
て
の
障
が
い
者

が
地
域
の
中
で
共
に
暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指

し『
障
が
い
者
福
祉
計
画
』を
策
定
し
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
地

域
に
お
け
る
生
活
の
支
援
体
制
の
整
備
や
自

立
と
社
会
参
加
の
促
進
な
ど
、
取
り
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
検
討
し
計
画
を
策

定
す
る
た
め
に
、
計
画
策
定
に
携
わ
り
た
い

町
民
の
人
を
募
集
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
募
集
人
数
／
2
人
程
度

●
締
め
切
り
／
6
月
15
日X

●
問
い
合
わ
せ
／
障
害
福

祉
係\

53^

3
3
3
3

戦
没
者
の
ご
遺
族
に

特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

　

公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
等
を
受
け
て
い

た
人
が
平
成
17
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
21
年

3
月
31
日
の
間
に
亡
く
な
る
な
ど
し
、
平
成

21
年
4
月
1
日
に
お
い
て
公
務
扶
助
料
や
遺

族
年
金
等
の
受
給
権
が
な
い
場
合
、
第
九
回

特
別
弔
慰
金
と
し
て
額
面
24
万
円
、
6
年
償

還
の
記
名
国
債
が
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
支
給
に
つ
い
て
は
要
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
請
求
期
間
／
平
成
24
年
4
月
2
日
ま
で
（
請

求
期
間
が
過
ぎ
る
と
時
効
に
よ
り
権
利
が
消

滅
し
特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
）

●
問
い
合
わ
せ
／
社
会
児
童
係\

53^

3
3

3
3

暮
ら
し

福
祉

く
い

ふ 

じ 

ょ
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教
科
書
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か

　

教
育
委
員
会
で
は
、
町
内
の
児
童
生
徒
が

使
用
し
て
い
る
教
科
書
や
全
国
の
小
中
学
校

で
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
の
展
示
会
を
行

い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
子
ど
も
た
ち
の
教
科
書
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
期
間
・
場
所
／
▽
6
月
19
日N

か
ら
7
月

2
日B

＝
厚
岸
情
報
館　

▽
7
月
3
日N

か

ら
10
日N

＝
役
場
町
民
ホ
ー
ル

●
問
い
合
わ
せ
／
教
育
委
員
会
学
校
教
育
係

\

内
線
355
～
357

水
泳
教
室
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

【
幼
児
（
年
長
）
水
泳
教
室
】

 
 

水
慣
れ
遊
び
を
中
心
に
、
キ
ッ
ク
や
浮
き

か
た
な
ど
泳
ぎ
の
基
礎
を
指
導
し
ま
す
。

▽
日
時
／
6
月
17
日
か
ら
7
月
15
日
の
毎
週

水
曜
日
、
Ａ
班
15
時
か
ら
15
時
45
分
・
Ｂ
班

16
時
か
ら
16
時
45
分
（
全
5
回
）

▽
対
象
者
／
来
年
度
就
学
予
定
の
町
内
幼
児

（
年
長
）

▽
定
員
／
先
着
各
15
人

▽
参
加
料
／
無
料

▽
募
集
期
間
／
6
月
9
日C

か
ら
16
日C

温
水
プ
ー
ル

学
校
教
育

　　　
　

広
報
あ
っ
け
し
3
月
号
で
、
65
歳
以
上

　

の
公
的
年
金
受
給
者
に
か
か
る
個
人
住
民

　

税
の
納
付
方
法
の
変
更
等
に
つ
い
て
お
知

　

ら
せ
し
ま
し
た
。

　
　

今
月
、
納
付
書
を
送
付
す
る
に
あ
た
り
、

　

個
人
住
民
税
の
主
な
納
付
方
法
を
お
知
ら

　

せ
し
ま
す
。

　

ケ
ー
ス
1

　
　

平
成
21
年
4
月
1
日
現
在
、
年
齢
が
65

　

歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
で
、
公
的
年

　

金
に
か
か
る
個
人
住
民
税
の
納
税
義
務
が

　

あ
る
人
は
、
『
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴

　

収
の
対
象
』
と
な
る
人
で
す
が
、
6
月
か

　

ら
9
月
ま
で
の
期
間
は
、
年
税
額
の
2
分

　

の
1
相
当
額
を
納
付
書
に
よ
り
納
め
て
い

　

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

な
お
、
10
月
以
降
は
公
的
年
金
か
ら
個

　

人
住
民
税
が
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。
（
次

　

に
該
当
す
る
場
合
は
、
10
月
以
降
も
納
付

　

書
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）

　

▽
老
齢
基
礎
年
金
等
の
給
付
額
が
年
額
18

　
　

万
円
未
満
の
場
合

　

▽
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
額
が
老
齢
基
礎

　
　

年
金
等
の
給
付
額
の
年
額
を
超
え
る
場
合

▽
介
護
保
険
料
を
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ

　

て
い
な
い
場
合

ケ
ー
ス
2

　

給
与
所
得
と
年
金
所
得
が
あ
り
、
こ
れ
ま

で
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
が
特
別
徴
収
さ
れ

て
い
た
65
歳
以
上
の
人
も
、
年
金
所
得
に
か

か
る
個
人
住
民
税
は
、
6
月
か
ら
9
月
ま
で

の
期
間
は
、
納
付
書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
ケ
ー
ス
１
と
同
様
に
特
別
徴
収
の

対
象
と
な
る
場
合
は
、
10
月
以
降
は
公
的
年

金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
。
（
給
与
所
得

に
か
か
る
個
人
住
民
税
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り

給
与
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
ま
す
）

ケ
ー
ス
3

　

65
歳
未
満
で
給
与
所
得
と
年
金
所
得
が
あ

る
人
は
、
こ
の
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
年
金

所
得
に
か
か
る
個
人
住
民
税
は
65
歳
に
到
達

し
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
ま
で
は
、
納
付

書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
（
給
与
所
得
に
か
か
る
個
人
住
民
税
は

こ
れ
ま
で
ど
お
り
給
与
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ

ま
す
）

　

な
お
、
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
か

っ
た
場
合
は
、
10
月
以
降
も
今
月
送
付
す

る
納
付
書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
他
の
個
別
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
税
額

　

厚
生
年
金
、
共
済
年
金
、
企
業
年
金
な

ど
を
含
む
全
て
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所

得
額
に
応
じ
た
税
額
が
特
別
徴
収
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

公
的
年
金
の
所
得
以
外
の
所
得
に
か
か

る
個
人
住
民
税
お
よ
び
公
的
年
金
の
特
別

徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
の
個
人
住
民

税
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
の
方
法
に

よ
り
納
付
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

実
施
時
期

　

平
成
21
年
10
月
支
給
分
の
年
金
か
ら
実

施
し
ま
す
。
な
お
、
特
別
徴
収
の
対
象
と

な
る
人
へ
は
、
平
成
21
年
7
月
中
旬
以
降

に
特
別
徴
収
税
額
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
／
課
税
係\

内
線
135
～
139

公
的
年
金
か
ら
住
民
税
が

特
別
徴
収
さ
れ
る
人
に
も
納
付
書
が
届
き
ま
す

公
的
年
金
か
ら
住
民
税
が

特
別
徴
収
さ
れ
る
人
に
も
納
付
書
が
届
き
ま
す 　

社
会
保
険
庁
で
は
、
年
金
記
録
を
定
期

的
に
確
認
い
た
だ
く
た
め
に
、
4
月
か
ら

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
の
現
役
加
入
者
の

人
の
誕
生
月
に『
ね
ん
き
ん
定
期
便
』を
送

付
し
て
い
ま
す
。

　

『
ね
ん
き
ん
定
期
便
』で
確
認
で
き
る
こ

と
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間
（
共
済
組

　

合
期
間
は
除
く
）

▽
加
入
実
績
に
応
じ
た
年
金
見
込
額

▽
年
金
加
入
履
歴
（
共
済
組
合
期
間
は
除

　

く
）

▽
こ
れ
ま
で
の
保
険
料
納
付
額

▽
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
状
況

▽
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
等
の

　

月
別
状
況

　

ま
た
、
ね
ん
き
ん
定
期
便
は
2
色
の
封

筒
に
よ
り
送
付
し
て
い
ま
す
。

▽
オ
レ
ン
ジ
色
の
封
筒
→
年
金
記
録
に
も

　

れ
や
誤
り
の
あ
る
可
能
性
の
高
い
人

ね
ん
き
ん
定
期
便
に
つ
い
て

▽
水
色
の
封
筒
→
そ
れ
以
外
の
人

　

ね
ん
き
ん
定
期
便
に
は
青
色
か
白
色
の

『
年
金
加
入
記
録
回
答
票
』を
同
封
し
て
い

ま
す
。

▽
青
色
の
回
答
票
の
場
合
→
必
ず
提
出

▽
白
色
の
回
答
票
の
場
合
→
も
れ
や
誤
り

　

が
あ
る
場
合
の
み
提
出

　

な
お
、
以
前
に『
ね
ん
き
ん
特
別
便
』で

記
録
訂
正
の
回
答
を
し
た
人
は
、
改
め
て

回
答
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
記
録
訂

正
の
調
査
結
果
が
お
手
元
に
届
い
て
い
な

い
人
は
、『
ね
ん
き
ん
定
期
便
』に
は
反
映

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
恐
れ
入
り
ま
す

が
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

●
『
ね
ん
き
ん
定
期
便
』
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
／
ね
ん
き
ん
定
期
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

\
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5
5
5
（
受
付

時
間
／
月
か
ら
金
曜
日
9
時
か
ら
20
時
、

第
2
土
曜
日
9
時
か
ら
17
時
）


